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一
月
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央
区
築
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寺
内
）

電
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樋
〇
三
＝
二

振
替
寮
京
三
七
六
8

発
行
人
栗
本
俊
道

編
集
者
別
所
弘
因

印
刷
所
ル
ン
ビ
ニ
社

年
頭
に
思

　
新
し
い
年
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て
望

ま
し
い
こ
と
は
、
仏
教
徒
が
互
い
に
連

携
を
密
に
し
、
目
標
を
定
め
て
、
混

乱
の
中
に
針
路
を
見
失
っ
て
い
る
現
代

に
、
お
ち
つ
き
と
和
ら
ぎ
を
取
り
も
ど

し
、
信
頼
と
協
力
の
精
神
に
裏
付
け
ら

れ
た
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
で

あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
た
め
に
は

ま
ず
仏
教
徒
自
身

が
心
構
え
を
新
た

に
し
て
、
個
人
と

し
て
も
、
団
体
と

し
て
も
、
そ
の
役

割
を
十
分
に
果
た
せ
る
だ
け
の
実
を
備

え
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な
理
想
的
な

社
会
を
築
き
上
げ
る
こ
と
は
容
易
で
は

な
い
が
、
そ
れ
に
向
っ
て
一
人
で
も
多

く
の
人
が
、
正
し
い
努
力
を
続
け
る
こ

と
自
体
に
大
き
な
意
味
が
あ
る
。
そ
う

し
た
理
想
に
向
っ
て
の
実
践
な
し
に
、

空
虚
な
発
言
や
思
い
つ
き
の
行
動
だ
け

で
は
、
決
し
て
問
題
は
解
決
さ
れ
な
い

で
あ
ろ
う
。

　
現
実
の
世
界
を
見
つ
め
る
と
、
人
々

の
切
な
る
平
和
へ
の
願
い
に
も
か
か
わ

」
つ

会
長
大
谷
光
照

ら
ず
、
依
然
と
し
て
緊
張
の
度
は
高

く
、
国
際
的
危
機
は
相
変
ら
ず
深
刻
な

も
の
が
あ
る
。

　
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
人
類
の
明
日

に
対
す
る
希
望
は
お
ろ
か
、
悲
観
的
な

観
測
の
み
が
耳
目
に
触
れ
、
い
た
ず
ら

に
人
間
の
無
力
感
を
深
め
る
結
果
に
陥

っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
不
安
の
根
底

を
な
す
も
の
は
、
人
間
の
知
識
の
独
走

に
よ
る
科
学
の
発
達
で
、
若
し
人
間
が

機
械
力
を
制
御
す
る
良
識
を
失
っ
た
な

ら
ば
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
人
間
自
身
を
滅

ぼ
し
、
塩
類
を
絶
滅
さ
せ
る
よ
う
な
惨

禍
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
も
な
り
か
ね

な
い
。

　
し
ば
し
ば
現
代
は
、
宗
教
に
無
縁
で

あ
る
よ
う
に
い
わ
れ
る
。
現
在
の
よ
う

な
底
知
れ
ぬ
危
機
に
直
面
し
て
、
な
か

に
は
自
暴
目
棄
に
な
る
人
も
あ
る
か
も

知
れ
な
い
が
、
心
あ
る
人
々
は
当
然
宗

教
へ
の
関
心
を
深
め
て
ゆ
く
は
ず
で
、

既
に
そ
う
し
た
こ
と
を
統
計
的
に
示
し

て
い
る
資
料
も
散
見
さ
れ
る
。

　
我
が
国
は
、
特
に
仏
教
に
因
縁
が
深

く
、
日
本
人
で
直
接
間
接
そ
の
影
響
を

受
け
て
い
な
い
人
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
聖
徳
太
子
が
心
を
こ
め

て
お
勧
め
下
さ
っ
た
和
の
精
神
は
、
人

々
の
心
の
中
に
根
強
く
生
き
て
い
る
は

ず
で
あ
る
。
我
々
は
そ
の
御
精
神
を
く

ん
で
、
世
の
中
が
安
穏
に
し
て
仏
法
が

ひ
ろ
ま
る
よ
う
努
力
す
べ
き
で
、
年
頭

に
際
し
て
そ
の
決
意
を
ま
す
ま
す
固
め

た
い
。

　
　
欧
米
巡
錫
よ
り
帰
り
て

　
　
　
　
　
理
事
長
金
剛
秀
一

　
私
は
こ
の
た
び
、
曹
洞
宗
布
畦
教
団

の
招
請
と
仏
教
東
漸
七
十
年
記
念
会
の

国
際
親
善
日
本
仏
教
使
節
団
員
の
一
人

と
し
て
、
欧
米
を
巡
錫
し
て
、
目
本
仏

教
に
課
せ
ら
れ
た
現
在
及
び
将
来
の
使

命
を
、
国
際
的
視
野
に
立
脚
し
て
把
握

す
る
機
会
を
得
た
こ
と
を
衷
心
よ
り
悦

ぶ
も
の
で
あ
る
。

　
私
共
は
布
畦
各
島
を
巡
錫
し
、
引
続

き
米
大
陸
に
於
け
る
五
大
都
市
及
び
台

替
に
於
け
る
仏
教
ア
カ
デ
ミ
ー
会
堂
落

成
式
並
び
に
東
漸
七
十
年
記
念
大
法
要

を
円
成
、
次
い
で
日
本
仏
教
使
節
団
の

名
の
下
に
、
欧
州
に
お
け
る
十
余
の
都

市
を
訪
問
し
、
英
独
仏
伊
填
五
力
国
の

白
人
仏
教
会
及
び
仏
教
友
の
会
等
を
訪

問
し
、
そ
の
主
宰
者
及
び
主
要
メ
ン
バ

ー
と
交
歓
懇
談
会
を
も
ち
、
将
来
日
本

仏
教
を
主
軸
と
し
た
日
欧
仏
教
文
化
交

流
の
素
地
を
作
成
す
る
と
共
に
、
ロ
ー

マ
法
王
庁
を
正
式
に
訪
問
し
親
し
く
法

王
と
謁
見
し
、
仏
基
両
教
徒
、
否
世
界

に
お
け
る
宗
教
の
相
互
理
解
と
て
い
携

に
よ
り
、
真
の
意
味
に
お
け
る
世
界
平

和
と
人
類
の
福
祉
に
湛
進
ず
る
こ
と
を

約
し
た
こ
と
は
、
今
次
下
歯
の
一
収
穫

で
あ
っ
た
。

　
今
次
欧
米
巡
錫
の
所
感
と
し
て
、
こ

れ
を
要
約
す
れ
ば
、
欧
州
の
各
仏
教
会

を
通
し
て
感
じ
た
仏
教
の
信
奉
者
は
、

大
凡
三
十
年
乃
至
四
十
年
の
歴
史
を
も

ち
、
科
学
等
の
進
展
に
と
も
な
い
本
※

会
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会
長
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旧
地
主
の
報
償
問
題

　
　
旧
地
主
の
惨
状

　
急
激
な
る
イ
ン
フ
レ
高
騰
の
た
め
、

紙
屑
同
様
の
無
価
値
な
農
地
証
券
を
手

に
し
た
転
落
地
主
が
、
死
線
を
喘
ぎ
右

往
左
往
し
た
様
は
、
今
も
な
お
目
に
見

え
る
様
で
あ
る
。
更
に
農
地
改
革
後
、

昭
和
二
十
九
年
ま
で
の
間
に
お
け
る
旧

地
主
の
悲
惨
な
状
態
（
同
盟
本
部
調
査
）

を
調
査
表
に
よ
っ
て
示
し
て
み
る
。

1
　
農
地
改
革
に
依
り
餓
死
し
た
と
認

　
め
ら
れ
る
も
の
　
一
〇
、
四
八
七
人

2
　
農
地
改
革
の
原
因
で
変
死
又
は
病

　
死
し
た
も
の
　
　
二
一
、
九
二
二
人

3
　
農
地
改
革
が
原
因
で
発
狂
又
は
病

　
気
中
の
も
の
　
　
四
四
、
三
一
九
人

4
　
住
宅
及
附
属
建
物
を
処
分
し
た
も

　
の
　
　
　
　
　
五
〇
、
三
六
二
人

5
　
住
宅
並
に
宅
地
を
売
却
処
分
し
た

　
も
の
　
　
　
　
　
九
四
、
九
一
八
人

6
　
住
宅
及
附
属
建
物
の
破
損
に
対
し

　
修
理
不
能
者
　
九
三
五
、
二
五
〇
人

7
　
一
家
分
散
の
上
転
出
し
た
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
、
〇
三
〇
人

8
　
現
在
生
活
困
窮
者
で
あ
っ
て
生
活

　
保
護
を
受
け
ら
れ
な
い
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
、
三
二
四
人

9
　
生
活
に
困
り
縁
組
に
支
障
を
来
し

　
て
い
る
も
の
　
　
九
四
、
八
○
○
人

以
上
は
十
数
県
に
つ
き
調
査
済
の
数
字

を
基
礎
と
し
て
、
全
国
的
に
比
率
算
出

し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
価
格
算
定
基
礎
資
料

　
自
作
農
創
設
特
別
措
置
法
が
施
行
さ

れ
た
昭
和
二
十
一
年
に
解
放
農
地
の

価
額
は
田
が
七
百
余
円
、
畑
四
百
余
円

と
決
定
さ
れ
た
。
そ
の
価
額
算
出
の
基

礎
資
料
は
、
昭
和
十
五
年
か
ら
十
九
年

ま
で
の
平
均
賃
貸
価
額
、
昭
和
十
八
年

三
月
の
勧
業
銀
行
調
査
統
計
、
昭
和
十

三

宅

桂

仙

九
年
の
農
林
省
統
計
と
い
う
陳
腐
な
も

の
、
さ
ら
に
反
当
ヶ
収
穫
高
を
全
国
平

均
二
石
三
斗
七
升
二
合
と
農
林
省
の
統

計
に
示
し
て
お
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

四
捨
五
入
で
三
斗
三
升
二
合
を
切
を
捨

て
二
石
と
し
て
、
さ
ら
に
麦
、
豆
、
野

菜
等
の
裏
作
を
全
然
見
積
っ
て
お
ら

ず
、
し
か
も
そ
の
当
時
の
米
価
は
二
百

円
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ

を
百
五
十
円
と
し
て
、
農
地
の
評
価
資

料
に
し
て
い
る
。
こ
れ
等
を
正
確
な
時

価
計
算
で
評
価
を
す
る
と
、
反
当
り
の

評
価
額
は
千
円
を
突
破
し
て
い
た
筈
で

あ
る
。
昭
和
十
八
、
九
年
頃
の
資
料
で

評
価
決
定
し
た
価
額
の
農
地
証
券
が
、

昭
和
二
十
一
年
地
主
に
渡
さ
れ
、
現
金

化
さ
れ
た
の
は
昭
和
二
十
六
年
で
あ
る

か
ら
、
そ
の
六
、
七
年
間
に
於
け
る
イ

ン
フ
レ
の
二
進
に
よ
っ
て
物
価
は
甚
だ

し
く
激
騰
し
て
八
十
倍
に
な
っ
て
い

る
。
従
っ
て
政
府
の
買
収
価
額
の
反
当

り
七
百
円
、
隔
そ
の
八
十
倍
五
万
六
千
円

と
な
り
、
こ
れ
を
時
価
に
見
積
り
反
当

り
千
円
と
見
る
な
ら
ば
、
そ
の
八
十

倍
、
八
万
円
と
な
る
訳
で
あ
る
。
さ
ら

に
利
息
等
を
精
密
に
計
算
す
れ
ば
反
当

り
十
万
円
以
上
と
な
る
の
で
、
地
主
が

反
当
り
十
万
円
を
要
求
す
る
こ
と
も
決

し
て
根
拠
な
き
に
あ
ら
ず
、
売
買
相
場

は
そ
の
時
の
時
価
を
も
っ
て
評
価
す
る

こ
と
が
、
昔
か
ら
一
貫
し
た
通
説
で
あ

り
、
慣
習
で
あ
り
、
正
当
で
あ
る
。
い

わ
ゆ
る
「
こ
の
当
時
の
経
済
状
態
に
お

い
て
成
立
す
る
こ
と
を
考
え
ら
れ
る
価

値
に
基
き
、
合
理
的
に
算
出
さ
れ
た
相

当
な
額
」
と
は
云
え
な
い
こ
と
明
ら
か

で
あ
る
。
＼

※
来
の
基
督
教
等
に
満
足
し
得
な
い
階

層
を
、
中
心
と
し
て
、
一
部
門
興
味
本
意

に
他
は
学
究
的
に
又
は
信
仰
的
に
、
そ

れ
ぞ
れ
そ
の
意
図
の
下
に
在
俗
者
を
中

心
と
し
て
、
グ
ル
ー
プ
を
形
成
し
、
仏
教

に
関
す
る
書
籍
を
通
じ
て
そ
の
探
究
を

始
め
、
常
時
仏
像
等
を
安
置
し
、
礼
拝

に
転
じ
た
も
の
の
如
く
、
仏
陀
の
精
神

を
何
等
か
の
形
で
感
得
せ
ん
と
努
力

し
、
そ
こ
に
古
来
の
冥
想
l
l
坐
禅
的

進
み
を
採
れ
る
も
の
の
如
く
、
従
っ
て

仏
教
の
正
し
い
書
籍
と
そ
の
指
導
者
を

待
望
し
つ
つ
あ
る
現
状
で
あ
る
。
ア
ジ

ア
仏
教
圏
、
特
に
日
本
仏
教
の
支
援
を

待
望
し
つ
つ
あ
る
現
状
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
米
国
は
七
十
年
乃
至

八
十
年
の
歴
史
を
持
っ
て
お
り
、
仏
教

各
宗
派
が
、
日
系
人
移
住
と
共
に
、
家

の
宗
教
と
し
て
正
規
の
七
教
が
進
め
ら

れ
、
当
初
の
日
系
人
中
心
よ
り
、
漸
次
日

系
人
二
、
三
世
と
白
人
へ
の
教
化
を
併

用
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
今
後
は
米
語
に
よ

る
教
化
を
採
る
こ
と
と
思
料
さ
れ
る

が
、
こ
の
時
に
は
、
宗
派
仏
教
よ
り

も
、
全
仏
教
の
形
態
で
進
め
る
こ
と
が

将
来
性
を
有
す
る
よ
う
思
料
さ
れ
る
。

＼
　
二
〇
億
融
資
法
案
衆
議
院
通
過

　
衆
議
院
本
会
議
に
於
け
る
大
蔵
委
員

長
の
報
告
要
旨
。
国
民
金
融
公
庫
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て

は
、
国
民
金
融
公
庫
は
、
昭
和
三
十
七

年
度
に
於
て
総
額
千
四
百
四
十
八
億
円

の
貸
付
を
計
画
し
て
お
り
、
特
に
普
通

貸
付
及
び
恩
給
担
保
貸
付
を
増
額
、
さ

ら
に
引
揚
者
国
債
担
保
貸
付
、
更
生
資

金
貸
付
な
ど
を
予
定
す
る
ほ
か
、
そ
の

他
貸
付
と
し
て
農
地
被
買
収
者
で
生
業

資
金
の
融
通
を
銀
行
そ
の
ほ
か
一
般
の

金
融
機
関
か
ら
受
け
る
こ
と
を
困
難
と

し
て
い
る
者
に
対
し
て
、
2
0
億
円
の
貸

付
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
の
法

律
案
は
、
公
庫
の
経
営
基
盤
の
印
そ
う

の
強
化
に
資
す
る
た
め
、
一
般
会
計
か

ら
二
十
億
円
を
出
資
し
て
、
公
庫
の
資

本
金
二
百
億
円
を
二
百
二
十
億
円
と
し

ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

釈
　
　
日
学

中
島
　
徳
芳

竹
浪
　
正
義

高
吊
　
裕
恭

田
中
車
一
郎

鷲水吉柳森野村村三歯間本藤畑野川西中中常千
尾谷田生岡野瀬上浦野中畑田田依口村村誌光葉

光英秀昌善宣良日康ま定禅倫孝秀東澄幹鍵浩藻
遍俊虫喰暁忠彦宣正す泉山浩海市晃道弘寿然亮

信
ケ
原
良
文

上西仲仲虎誓近高多高
野山田井山山津木川林

恩誼順義道信聖二乗良
二二和照五山学隆覚賢

波
多
野
暁
二

村壬源松星細福
二生　見野川島

慈照玄得純：量泰
二二二二義雄二

村
沢
義
二
郎

物
部
　
義
道

佐
々
木
悟
山

金峰心神
底辺本田

良俊道寛
孝英堅雄

宗
教
法
人
対
外
委
員

来
馬
　
道
断

小
野
塚
潤
澄

葦
名
　
俊
清

小
笠
原
義
雄

横転長鈴小木
山登野木松村

英宥隆敏浄智
鳳兆法馬祐広

組
織
教
化
委
員

　
川
田
　
聖
見

井阿今
上部井

恵諒祐
行二二

北
之
内
匠
竜

三中竹小清
浦村中林野

誠真素大学
之道仁隆道

内
山
　
憲
尚

羽西仲知高塩白虹権小熊北加雲伊猪麻摩丸
場沢田切組入川本藤島野村来藤藤俣布尼井

慈は順光言立良春円賢二大六義完興照清玄
隔る和歳資達純枝立道夫栄磨道夫一海之信

広
田
よ
り
子

本
田
鉄
摩
呂

峯
岸
応
哉

吉
川
　
真
洞

社
会
問
題
委
員

大玄米松
野藤山本

信道　徳
三機久明

斎
藤
栄
三
郎

田
中
車
一
郎

山三丸西友
本原山　松

洋信行義円
一一 ﾉ雄諦

清聴素立五小北笠荻今稲石森船
水谷東宮島池川原野井垣橋　口

　　環組曲紅教秀正亮和益芳暉
二二城三二淳二二順夫枝恵俊子

田
中
富
士
子

遠
山
　
隆
一

長
田
　
恒
雄

新
美
　
孝
道

長
谷
川
良
信

古
屋
　
道
雄

星
野
　
純
義

吉
水
　
三
二

久
保
田
正
文

安
藤
　
　
二

字
郷
　
恒
淳

久
保
埜
太
清

新芋増浜徳堤関
田生永田沢　岡

敬照霊本三一賢
二二二二二郎一

墓
地
問
題
等
国
会
対
策
委
員

阿
部
　
竜
伝

小
野
塚
潤
澄

北
之
内
真
竜

小
松
　
浄
祐

佐熊小稲
野野沢沢

前竜照浄
光二二光
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E
E
C
理
念
と
仏
教

　
E
E
C
と
云
う
言
葉
が
テ
レ
ビ
、
ラ

ジ
オ
、
新
聞
等
に
出
な
い
日
は
近
頃
殆

ん
ど
な
い
と
云
っ
て
よ
い
。
E
E
C
が

こ
こ
迄
世
界
的
に
反
響
を
呼
ぶ
よ
う
に

な
っ
て
来
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

E
E
C
に
似
た
組
織
と
し
て
は
、
既
に

一
九
四
九
年
置
出
発
し
た
共
産
圏
の
C

O
M
E
C
O
M
東
欧
経
済
相
互
援
助
会

議
が
あ
り
、
一
九
六
〇
年
に
結
成
さ
れ

た
E
F
T
A
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
自
由
貿
易
連

合
、
そ
の
翌
年
一
九
六
一
年
に
組
織
せ

ら
れ
た
L
A
F
T
A
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ

自
由
貿
易
連
合
等
が
あ
る
が
、
こ
れ
等

は
E
E
C
程
に
問
題
視
さ
れ
て
い
な

い
。
　
そ
れ
に
は
そ
れ
相
当
の
理
由
が
あ
る

か
ら
だ
。

　
先
ず
第
一
に
、
E
E
C
加
盟
の
ド
イ

ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
オ
ラ
ン

ダ
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
六

ケ
国
は
何
れ
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
心
勢

力
を
な
す
一
流
国
家
で
あ
り
、
此
れ
等

が
経
済
的
に
は
全
く
一
ケ
国
と
同
じ
よ

う
に
結
合
し
、
進
ん
で
政
治
的
に
も
統

合
し
よ
う
と
云
う
の
で
あ
る
か
ら
只
事

で
は
な
い
の
で
あ
る
。
特
に
長
き
に
亘

っ
て
犬
猿
の
間
柄
に
あ
っ
た
独
仏
両
民

族
が
、
偏
狭
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
近

代
的
国
民
国
家
の
執
着
を
清
算
し
て
堅

く
結
び
つ
い
た
の
だ
か
ら
、
世
人
は
驚

か
ぎ
る
を
得
な
い
。

　
第
二
に
は
、
E
E
C
が
現
在
ま
で
に

お
さ
め
た
発
展
の
成
果
が
当
初
の
予
想

を
遙
か
に
越
え
て
い
る
か
ら
だ
。
E
E

C
に
対
抗
す
る
為
め
E
F
T
A
を
創
設

し
た
イ
ギ
リ
ス
自
ら
が
、
昨
年
既
に
E

E
C
加
盟
に
踏
み
切
り
、
近
来
そ
の
交

松
　
本
　
徳
　
明

渉
と
英
連
邦
説
得
と
に
苦
心
惨
憺
し
て

い
る
。
ア
メ
リ
カ
は
通
商
拡
大
法
に
依

り
E
E
C
接
近
を
決
意
し
た
。
そ
の
ほ

か
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
自
由
圏
の
多
く
の
国

々
も
E
E
C
に
加
盟
或
は
準
加
盟
を
申

込
ん
で
い
る
。

　
ソ
連
は
核
戦
争
を
避
け
て
、
経
済
戦

で
自
由
圏
を
凌
駕
せ
ん
と
し
、
い
わ
ゆ

る
共
存
政
策
を
か
か
げ
て
フ
ル
シ
チ
ョ

フ
路
線
を
進
ん
で
来
た
が
、
E
E
C
の

異
常
な
発
展
を
眼
の
前
に
見
せ
つ
け
ら

れ
て
は
、
自
由
陣
営
と
の
経
済
戦
に
勝

つ
望
み
を
放
棄
せ
ざ
る
を
得
ま
い
。

　
経
済
戦
に
勝
算
無
し
と
云
う
こ
と
に

な
れ
ば
、
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
は
大
誤
算
を

お
か
し
た
こ
と
に
な
り
、
彼
に
と
っ
て

は
死
を
意
味
す
る
敗
化
で
あ
る
。
ソ
連

圏
の
動
き
は
、
今
後
こ
の
観
点
か
ら
注

意
深
く
検
討
せ
ら
る
恥
き
で
あ
る
。

　
第
三
に
は
、
E
E
C
は
単
に
経
済
、

政
治
の
領
域
で
の
動
き
で
は
な
い
の
で

あ
っ
て
、
そ
の
根
底
に
は
全
く
新
し
い

人
世
観
世
界
観
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
従

来
よ
く
云
わ
れ
る
ブ
ロ
ッ
ク
経
済
と
は

異
っ
た
性
格
を
持
っ
て
い
る
の
だ
。
こ

こ
に
世
界
の
注
目
を
集
め
る
所
以
が
あ

る
。　
　
　
E
E
C
の
基
本
理
念

　
E
E
C
を
作
り
あ
げ
た
も
の
は
、
も

ち
ろ
ん
経
済
的
、
つ
い
で
政
治
的
な
要

請
だ
が
、
も
っ
と
基
本
的
な
の
は
思
想

的
要
因
で
あ
る
。
第
一
次
、
第
二
次
世

・
界
大
戦
を
経
験
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は

か
っ
て
ロ
シ
ア
の
ダ
ニ
レ
フ
ス
キ
ー
、

ド
イ
ツ
の
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
、
イ
ギ
リ

ス
の
ト
イ
ン
ビ
ー
等
が
警
告
し
た
「
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
没
落
」
と
い
う
恐
ろ
し
い

予
感
と
、
ま
っ
た
く
新
し
い
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
を
創
建
し
よ
う
と
す
る
強
い
願
望
、

こ
う
い
つ
た
一
見
矛
盾
す
る
二
つ
の
考

え
に
ゆ
さ
ぶ
ら
れ
た
。
そ
し
て
近
世
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
生
ん
だ
偏
狭
な
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
と
わ
が
ま
ま
な
国
家
中
心
の
考

え
を
清
算
し
な
け
れ
ば
共
倒
れ
に
な

る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
は
運
命
共
同
体

の
メ
ン
バ
ー
で
あ
り
、
お
互
い
に
運
命

を
と
も
に
す
る
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
る
と

い
う
事
実
に
目
ざ
め
た
。
そ
し
て
、
こ

れ
に
共
感
す
る
六
ケ
国
が
集
ま
っ
て
、

ま
ず
経
済
共
同
体
を
作
り
、
進
ん
で
政

治
統
合
に
ま
で
発
展
さ
せ
る
。
そ
う
す

れ
ば
、
平
和
繁
栄
を
と
り
も
ど
す
こ
と

が
出
来
る
、
と
堅
い
信
念
で
結
合
し
た

の
が
E
E
C
で
あ
る
。

　
偏
狭
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
近
代
国

民
国
家
を
止
揚
し
、
カ
ト
リ
チ
ス
ム
ス

の
中
世
に
還
れ
、
と
警
告
し
た
学
者
思

想
家
は
い
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
ク
リ
ス
ト

フ
ァ
ー
・
ド
ー
ソ
ン
、
ス
ペ
イ
ン
の
オ

ル
テ
ー
ガ
・
イ
・
ガ
ゼ
ッ
ト
の
如
き
が

そ
れ
で
あ
る
。
が
、
し
か
し
、
現
代
人

は
中
世
に
は
還
れ
ぬ
。
歴
史
の
逆
行
は

不
可
能
だ
。
た
だ
前
進
あ
る
の
み
、
E

E
C
は
ま
っ
た
く
新
し
い
世
界
に
向
っ

て
前
進
し
て
い
る
の
だ
。

　
そ
の
世
界
新
秩
序
の
理
念
は
、
運
命

共
同
体
理
念
で
あ
り
、
こ
れ
が
ド
イ
ツ

を
中
心
と
し
て
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
一
般

大
衆
の
自
覚
に
ま
で
普
遍
化
し
た
。
こ

れ
は
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
文
芸
復
興
以
後
未

曾
有
の
大
変
革
で
あ
る
。
戦
後
の
廃
壇

に
立
ち
、
過
去
の
経
験
を
活
か
し
、
自

由
意
志
に
よ
り
、
真
剣
に
復
興
に
叢
っ

た
民
衆
の
中
に
自
然
必
然
の
勢
い
を
も

っ
て
生
れ
た
の
が
、
こ
の
運
命
共
同
体

の
考
え
だ
。
こ
の
考
え
が
ド
イ
ツ
の
労

使
関
係
を
一
変
さ
せ
た
。
こ
の
情
勢
は

マ
ル
ク
ス
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
夢
想
だ
も
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中本多村中谷
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し
得
な
か
っ
た
大
変
革
で
あ
る
。
共
同
決
定
法
、
企
業
組
織
法
等
の
ド
イ
ツ
労
使
関
係
法
は
こ
の
現
実
に
即
し
て
作
ら
れ
た
。
現
実
が
先
で
あ
っ
て
立
法
せ
ら

　
し
た
が
っ
て
人
間
の
価
値
は
、
与
え
ら
れ
た
能
力
を
十
分
発
揮
し
て
い
る
か
否
か
に
よ
っ
て
決
定
し
、
地
位
の
高
’
下
、
職
業
の
如
何
に
よ
っ
て
き
ま
る
も

華
厳
宗
大
本
山

京
都
市
右
京
区
花
園
妙
心
寺
町
　
　
臨
　
済
　
宗

時
宗
総
本
山

‘

れ
た
の
だ
。
こ
の
考
え
を
国
際
規
模
に

の
で
は
な
い
。
有
機
体
の
部
分
部
分
は

拡
大
し
た
の
が
E
E
C
で
あ
る
。
　
運
命
共
同
体
理
念
と
仏
教

そ
の
任
務
、
特
質
に
よ
り
形
を
異
に
す
る
よ
う
に
、
人
間
の
能
力
、
特
質
に
よ
り
労
、
使
と
分
れ
て
も
、
人
間
価
格
の

東
　
　
大
　
　
寺

妙
心
寺
派
宗
務
本
所

時
宗
宗
務
所

徹
底
し
た
運
命
共
同
体
の
理
念
は
仏

と
で
は
差
別
は
な
い
。
徹
底
し
た
人
権

教
の
理
念
を
通
じ
る
。
仏
教
縁
起
の
理

尊
重
、
社
会
連
帯
の
考
え
で
あ
る
。

念
は
、
絶
対
個
我
を
認
め
な
い
。
個
々

ま
た
、
こ
の
考
え
を
国
際
社
会
に
適

の
現
象
は
全
体
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。
だ
か
ら
我
執
を
極
度
に
嫌
う
。
す
べ
て
の
現
象
は
時
間
的
に
観
て
も
、
空
間
的
に
観
て
も
、
天
地
宇
宙
一
切
の
関

応
さ
せ
れ
ば
、
仏
教
の
国
際
秩
序
理
念
が
わ
か
る
わ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
仏
教
理
念
か
ら
い
う
と
、
各
民
族
、
各
国
家
は
大
自
然
や
歴
史
伝
統
か
ら
与
え
ら

日
蓮
宗
宗
務
院
管
　
　
長
　
　
山
田
　
日
真

真
宗
木
辺
派
宗
務
所

真
　
言
　
宗

係
の
中
に
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
関
係
の
中
の
一
つ
で
も
違
え

れ
た
特
徴
を
百
％
発
揮
し
て
、
人
類
全
体
の
平
和
と
福
祉
増
進
に
貢
献
す
る
。

宗
務
総
長
　
　
加
賀
美
日
聡

宗
務
長
　
　
仲
井
義
照

豊
山
派
宗
務
所

総
務
部
長
　
笹
津
　
海
胆
庶
務
部
長
　
　
佐
野
　
前
光
教
務
部
長
　
中
条
　
是
竜
財
務
部
長
　
　
冠
　
　
　
鏑
讐
不
新
聞
部
長
　
　
美
馬
　
鳳
準

庶
務
部
長
　
　
高
田
善
正

管
　
　
長
　
鴇
　
　
昌
清
宗
務
総
長
　
　
平
林
　
宥
高
庶
務
部
長
　
　
小
野
塚
潤
澄
教
学
部
長
　
川
田
　
聖
見
財
務
部
長
　
　
久
保
埜
太
清

法
華
虚
ボ
本
門
流
古
ボ
務
薄
雪
　
　
長
　
松
井
　
日
宏
　
綜
務
総
長
　
福
島
　
泰
信
　
庶
務
部
長
　
教
学
部
長
　
　
一
二
浦
　
」
智
害
心
　
財
務
部
長
　
寺
内
　
泰
徹

孝
道
教
団
本
部
孝
道
山
本
仏
殿
　
統
理
岡
野
正
道
　
副
道
理
岡
野
貴
美
子

顕
本
法
華
宗
宗
務
院
管
　
　
長
　
秋
葉
　
日
敬
宗
務
総
長
　
近
津
　
聖
学
宗
務
次
長
　
朝
倉
　
俊
夫
教
務
部
長
　
三
田
村
盆
道
財
務
部
長
　
　
渡
辺
　
大
航
経
企
部
長
　
伊
藤
　
無
量

存
意
義
が
あ
り
価
値
が
あ
る
。
こ
の
人
生
観
に
立
っ
て
労
使
が
結
ば
れ
る
こ
と
を
仏
教
は
要
求
す
る
。

展
、
国
際
貿
易
上
の
制
限
の
漸
進
的
撤
廃
お
よ
び
関
税
障
壁
の
引
き
下
げ
に
寄
与
せ
ん
と
誓
っ
て
い
る
。
こ
の
考
え
こ

社
会
部
長
　
古
林
　
高
喜

横
浜
市
神
奈
川
区
孝
道
山

社
会
部
長
　
　
栗
原
　
顕
孝
庶
務
部
長
　
吉
永
　
正
晴

≧　　駆r！，
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そ
仏
教
的
で
あ
る
と
い
う
ゆ
え
ん
で
あ

る
。
　
も
ち
ろ
ん
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
仏
教

を
知
ら
ぬ
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
理
念

が
仏
教
的
で
あ
る
と
は
思
っ
て
い
ま

い
。
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
に
、
日
本
の

仏
教
者
も
、
E
E
C
理
念
が
仏
教
的
で

あ
る
と
気
が
付
か
な
い
よ
う
だ
。
ま
し

て
日
本
人
一
般
も
こ
れ
を
理
解
し
な

い
。
労
使
は
と
も
に
旧
態
依
然
と
し

て
、
古
い
経
済
理
念
で
闘
争
し
て
い

る
。
　
仏
教
の
名
を
冠
せ
ず
し
て
、
仏
教
が

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ど
ま
ん
な
か
に
勃
興
し

っ
っ
あ
る
。
ま
こ
と
に
愉
快
で
あ
り
感

慨
無
量
で
あ
る
。

　
財
団
法
人
ア
ジ
ア
救
癩
協
会
発
会

　
　
評
議
員
に
石
川
局
長
委
嘱
さ
る

　
イ
ン
ド
を
は
じ
め
ア
ジ
ア
各
地
か
ら

ラ
イ
病
を
追
放
し
よ
う
と
す
る
運
動

は
、
ア
ジ
ア
救
う
イ
協
会
（
菓
京
豊
島
区

高
田
南
町
一
の
一
九
五
）
が
中
心
と
な
っ

て
す
す
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
ほ
ど

同
協
会
が
厚
生
省
よ
り
正
式
に
財
団
法

人
の
認
可
を
得
、
十
二
月
七
日
午
後
二

時
か
ら
、
東
京
麻
布
の
国
際
文
化
会
館

に
於
て
、
内
外
知
名
人
が
多
数
集
っ
て

盛
大
な
発
会
式
が
行
な
わ
れ
た
。

　
な
お
財
団
法
人
ア
ジ
ア
救
う
イ
協
会

の
評
議
員
に
、
全
仏
石
川
国
際
局
長
が

委
嘱
さ
れ
十
二
月
五
日
付
け
で
承
諾
書

を
送
っ
た
。

高
知
県
仏
教
会
が
発
足

近
く
講
演
会
、
仏
教
徒
大
会
開
く

　
高
知
県
仏
教
会
準
備
委
員
会
で
は
、

こ
の
ほ
ど
関
係
者
の
熱
烈
な
努
力
が
実

を
結
び
、
野
仏
教
会
を
発
足
さ
せ
る
こ

と
に
な
り
、
十
二
月
六
日
午
後
一
時
か

ら
高
知
市
中
島
町
高
野
寺
に
各
宗
派
代

表
が
集
り
初
の
代
議
員
会
を
開
催
し
、

会
則
そ
の
他
の
審
議
を
行
っ
た
。
加
盟

寺
院
数
は
約
二
百
、
事
務
所
は
高
知
市

金
子
橋
称
名
寺
内
で
、
正
式
な
会
の
名

称
は
高
知
県
仏
教
会
と
な
る
も
よ
う
で

あ
る
。

　
な
お
同
県
仏
初
の
事
業
と
し
て
、

一
月
中
旬
に
高
知
県
で
仏
教
徒
大
会
及

び
仏
教
講
習
会
が
計
画
さ
れ
て
お
り
、

演
題
の
主
旨
も
「
正
し
い
信
仰
」
に
主

限
が
お
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
全
仏
で
は
早
速
局
議
に
諮
り
、
適
当

な
講
師
を
派
遣
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が

十
二
月
六
日
の
代
議
員
会
に
対
し
て
、

取
急
ぎ
県
仏
発
会
を
祝
し
激
励
の
電
報

を
打
っ
た
。

　
第
九
回
京
都
仏
教
徒
会
議
開
催

　
京
都
仏
教
徒
会
議
（
大
西
良
慶
理
事

長
）
で
は
、
十
二
月
九
日
午
前
九
時
よ

り
午
後
四
時
に
亘
っ
て
、
京
都
市
中
京

区
河
原
町
の
本
能
寺
会
館
に
お
い
て
第

九
回
仏
教
徒
会
議
を
開
催
し
た
。
こ
れ

は
現
代
人
の
求
め
て
い
る
「
幸
福
」
を

仏
教
の
立
場
か
ら
追
求
し
、
カ
ウ
ン
セ

リ
ン
グ
の
形
式
を
通
し
て
、
新
し
い
教

化
活
動
の
具
体
的
方
向
を
見
出
す
こ
と

に
主
眼
が
お
か
れ
、
ま
た
新
興
宗
教
の

活
動
（
特
に
幸
福
製
造
機
問
題
）
と
分

析
を
も
行
っ
た
。

　
な
お
講
演
は
京
大
の
佐
藤
幸
治
教
授

や
平
安
高
校
の
西
光
三
三
教
諭
が
行
い

多
く
の
来
会
者
に
大
き
な
感
銘
を
与
え
　
。

た
。
全
仏
か
ら
も
祝
電
が
送
ら
れ
た
。

　
全
仏
常
務
理
事
会
開
か
る

　
全
仏
昭
和
三
十
七
年
最
終
の
常
務

理
事
会
は
、
十
二
月
二
十
二
日
午
前
十

一
時
か
ら
東
京
築
地
の
全
一
事
務
総
局

に
お
い
て
開
催
さ
れ
、
年
度
中
の
懸
案

と
な
っ
て
い
る
重
要
諸
問
題
に
つ
い
て

協
議
し
た
。
な
お
終
っ
て
別
席
に
お
い

て
忘
年
会
が
開
か
れ
、
年
度
中
の
労
苦

を
ね
ぎ
ら
い
新
年
度
に
向
っ
て
一
層
の

奮
起
を
誓
い
合
っ
た
。

京
都
府
仏
教
会

会
長
三
崎
良
泉

京
都
府
仏
教
会

理
事
長
　
奥

博
良

東
京
仏
教
団

理
　
事
長

常
務
理
事

同官記同謡言

松坂小来栗麻阿長
田東松馬本布部岡

明環浄道俊照竜慶
道面面断面海伝播

神
奈
川
逸
見
教
会
局
長

大
本
山
川
崎
大
師
平
間
寺

主
主
高
橋
隆
天

雷
日
本
仏
教
青
年
会

理
　
事
長

副
理
事
長

同些事
務
局
長

仲
田
　
暖
和

久
保
田
精
順

山三石
田浦上

一道慈
真明敬

東
京
都
千
代
田
区
神
田
金
沢
町
二
〇

財
団
法
人

日
本
仏
教
鐙
仰
会

理
事
長
　
中
山
　
理
々

千
代
田
区
神
田
鎌
倉
町
七
番
地

　
　
　
電
話
㈲
　
八
二
四
八
番

東
京
都
台
東
区
北
清
島
町
一
五
〇

ヤ
ン
グ
イ
ー
ス
ト
社

電
話
　
㈱
三
八
四
九
、
九
四
六
九

振
替
口
座
東
京
一
四
〇
八
八
四
番

会

長

専
務
理
事

長
井
　
真
琴

村
野
　
宣
忠

宗
教
法
人
神
田
寺

真
理
運
動
本
部

主

管
友
松
　
円
諦

椥
戦
陣
友
松
あ
き
み
ち

東
京
都
千
代
田
区
神
田
金
沢
町
二
〇

　
　
　
神
田
寺
仏
教
文
化
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
電
話
㈲
八
六
八
三
～
五

富
山
県
高
岡
市
太
田

臨
済
宗
国
泰
寺
派

管

長

宗
務
総
長

総
務
部
長

教
学
部
長

財
務
部
長

庶
務
部
長

水北山桃蔵寺
口村崎井　本

香禅淳香万宗
琳亮堂岳嶽演

真
言
宗
智
山
派
宗
務
庁

管

長
　
松
平
　
実
亮

宗
務
総
長

庶
務
部
長

上
野
　
頼
栄

教
学
部
長
　
　
藤
井
　
竜
心

財
務
部
長
　
横
山
　
栄
三

東
京
出
張
所
長

小
沢
　
正
面

写ツ． @汀一
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第
七
回
講
習
会
紀
要
増
永
霊
鳳
、
篠
田
竜
雄
、
蓬
茨
祖
運
、
那
須
政
隆
、
石
川
泰
道
の
諸
講
師
熱
弁
の
記
録
〃
”
　
　
布
教
家
必
読
の
書
で
好
評
〃
“
　
定
価
一
部
百
三
十
円
送
料
共
　
　
　
　
　
お
申
込
は
全
払
へ

’ミ黛ド幡「．．暫蔦． @＿．二『二
■L・マ

　｛．㌔F．5郭■、ヲ
“
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激
戦
の
地
に
香
の
か
お
り
戦
後
最
大
の
慰
霊
祭
　
　
　
　
　
再
呈
代
表
沖
縄
よ
り
帰
る

聖
観
音
宗
金
竜
山
浅
　
草
寺
　
　
貫
主
　
清
水
谷
恭
順
　
　
執
事
長
　
木
下
亮
孝
　
　
　
東
京
都
台
東
区
浅
草
公
園

全
仏
参
与
参
議
院
議
員
中
野
　
文
　
門
　
　
神
戸
市
兵
庫
区
菊
水
町
八
ノ
九
　
　
電
話
神
戸
⑤
　
二
八
七
八
番
　
　
霞
ケ
関
　
㈹
五
二
七
番

全
仏
参
与
参
議
院
議
員
川
野
　
三
　
暁
　
　
千
代
田
区
永
田
町
　
一
ノ
一
　
　
電
話
霞
ケ
関
㈹
三
＝
一
番

臨
済
宗
大
本
山
　
　
方
　
広
　
寺

全
面
参
与
衆
議
院
議
員
田
　
中
　
栄
　
一
　
　
港
区
芝
三
田
小
山
町
一
ノ
六
　
　
電
話
醐
三
田
象
嬰
番
　
　
霞
ケ
関
㈹
　
四
四
二
七
番

全
仏
参
与
衆
議
院
議
員
前
田
義
雄
　
　
千
代
田
区
永
田
町
ニ
ノ
十
二
　
　
衆
議
院
第
一
議
員
会
館
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二
六
号
室
　
　
電
話
霞
ケ
関
圃
五
＝
一
　
　
　
　
　
（
内
三
二
一
八
番
）

見
仏
参
与
参
議
院
議
員
北
畠
教
真
　
　
千
代
田
区
永
田
町
　
一
ノ
一
　
　
電
話
霞
ケ
関
㈹
三
一
一
一
番

参
議
院
議
員
全
日
本
仏
教
婦
人
会
赤
松
常
子

全
仏
参
与
参
議
院
議
員
農
林
政
務
次
官
　
大
　
谷
賛
雄
参
議
院
会
館
内
線
一
二
八
電
話
　
二
野
ケ
関
一
二
一
一
一
番
名
古
屋
市
昭
和
区
北
山
町
三
ノ
九
電
話
千
種
（
7
3
）
二
三
五
〇
番

全
仏
参
与
参
議
院
議
員
草
　
葉
隆
　
圓
　
　
千
代
田
区
永
田
町
　
一
ノ
一
　
　
電
話
霞
ケ
関
岡
三
一
一
一
番

成
田
山
新
勝
寺
貫
主
荒
木
照
定

全
仏
参
与
衆
議
院
議
員
　
　
安
藤
　
　
覚
神
奈
川
県
厚
木
市
下
依
知
四
六
八
電
　
話
（
依
知
）
　
一
　
五
　
番
謡
ケ
関
　
㈲
　
四
一
四
四
番

全
仏
参
与
参
議
院
議
員
小
柳
　
牧
　
衛
　
　
千
代
田
区
永
田
町
　
一
ノ
一
　
　
電
話
霞
ケ
意
識
三
一
一
一
番

香
川
県
仏
教
会
長
白
鳥
保
育
園
長
螺
　
　
善
孝
　
　
　
　
香
川
県
大
川
郡
白
鳥
町
　
　
　
　
教
　
　
蓮
　
　
寺
　
　
　
　
電
話
（
白
鳥
）
三
一
番

7rr　　ぞ亭「轡押勝≒Pr一　｝ρ
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行
政
不
服
審
査
法
の
施
行
に
伴
う

宗
教
法
人
法
の
一
部
門
改
正
さ
る

　
宗
教
法
人
法

　
昭
和
二
十
六
年
四
月
三
日

　
　
　
　
　
　
法
律
第
百
二
十
六
号

　
改
正
昭
和
二
十
七
年
七
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
法
律
上
二
百
七
十
一
号

　
昭
和
三
十
七
年
五
月
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
法
律
第
百
四
十
号

　
昭
和
三
十
七
年
九
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
法
律
第
百
六
十
一
号

　
昭
和
三
十
七
年
十
一
月
十
二
目
付
、

三
七
予
算
第
三
二
号
を
以
っ
て
、
文
部

省
調
査
局
宗
務
課
長
近
藤
春
文
殿
か
ら

行
政
不
服
審
査
法
の
施
行
に
伴
う
資
料

の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
蝕
に
移
牒
致

し
ま
す
。

　
昭
和
三
十
七
年
十
月
一
日
行
政
不
服

審
査
法
及
び
行
政
事
件
訴
訟
法
の
施
行

に
伴
い
宗
教
法
人
法
の
一
部
が
左
記
の

通
り
改
正
に
な
り
ま
し
た
。

　
　
　
記

0
宗
教
法
人
法
改
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
削
除

2345

「
文
部
大
臣
官
房
」
と
あ
る
の
は
「
文

部
省
調
査
局
」
に
改
め
る
。

　
注
1
こ
の
条
は
、
昭
和
二
十
七
年
七

　
月
三
十
一
日
改
正

6
　
第
七
十
九
条
中

　
　
第
五
、
六
項
　
削
除

7
第
八
十
条
第
四
血
中

「
第
四
項
か
ら
第
六
項
」
ま
で
と
あ
る

　
の
は
「
第
四
項
」
と
し
“
か
ら
第
六

　
項
ま
で
”
を
削
除

8
　
第
八
十
条
の
二
を
新
た
に
加
え
る

　
（
不
服
申
立
の
手
続
に
お
け
る
諮
問

第
十
六
条
及
び
第
十
七
条

第
二
十
九
条
削
除

第
四
十
条
　
　
削
除

第
四
十
七
条
　
削
除

第
七
十
六
条
中

　
等
）

第
八
十
条
の
二
　
第
十
四
条
第
一
項
、

　
第
二
十
八
条
第
一
項
、
第
三
十
九
条

　
第
一
項
若
し
く
は
第
四
十
六
条
第
一

　
項
の
規
定
に
よ
る
認
証
に
関
す
る
決

　
定
、
第
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に

　
よ
る
事
業
の
停
止
の
命
令
又
は
前
条

　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
証
の
取
消

　
し
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
又
は
異
議

　
申
立
て
に
対
す
る
裁
決
書
は
決
定

　
は
、
当
該
審
査
請
求
又
は
異
議
申
立

　
て
を
却
下
す
る
場
合
を
除
き
、
あ
ら

　
か
じ
め
宗
教
法
人
審
議
会
に
諮
問
し

　
た
後
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
2
　
前
項
の
審
査
請
求
又
は
異
議
申

　
立
て
に
対
す
る
裁
決
又
は
決
定
は
、

　
当
該
審
査
請
求
又
は
異
議
申
立
て
が

　
あ
っ
た
日
か
ら
四
月
以
内
に
し
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い

9
　
第
八
十
七
条
　
全
文
改
正

　
（
不
服
申
立
て
と
訴
訟
と
の
関
係
）

　
第
八
十
七
条
　
第
八
十
条
の
二
第
一

　
項
に
規
定
す
る
処
分
の
取
消
し
の
訴

　
え
は
、
当
該
処
分
に
つ
い
て
の
審
査

・
請
求
又
は
異
議
申
立
て
に
対
す
る
裁

　
決
又
は
決
定
を
経
た
後
で
な
け
れ

　
ば
、
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

行
政
不
服
審
査
法

　
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
三
十
七
年

　
九
月
十
五
日
・
法
律
第
百
六
十
号
）

目
　
次

第
；
早
　
総
則
（
第
一
条
－
第
八
条
）

　
第
二
章
　
手
続

　
第
一
節
　
通
則
（
第
九
条
－
第
十
三

　
　
　
　
　
条
）

　
第
二
節
　
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請

　
　
　
　
　
求
（
第
十
四
条
－
第
四
十

　
　
　
　
　
四
条
）

　
第
三
節
　
処
分
に
つ
い
て
の
異
議
申

　
　
　
　
　
立
て
（
第
四
十
五
条
－
第

　
　
　
　
　
四
十
八
条
）

　
第
四
節
　
不
作
為
に
つ
い
て
の
不
服

　
　
　
　
　
申
立
て
（
第
四
十
九
条
－

　
　
　
　
　
第
五
十
二
条
）

　
第
五
節
　
再
審
査
請
求
（
第
五
十
三

　
　
　
　
　
条
－
第
五
十
六
条
）

第
三
章
　
補
側
（
第
五
十
七
条
・
第
五

　
　
　
　
　
十
八
条
）

附
則
　
第
一
章
　
総
則

（
こ
の
法
律
の
趣
旨
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
行
政
庁
の
違

　
法
又
は
不
当
な
処
分
そ
の
他
公
権
力

　
の
行
使
に
当
た
る
行
為
に
関
し
、
国

　
民
に
対
し
て
広
く
行
政
庁
に
対
す
る

　
不
服
申
立
て
の
み
ち
を
開
く
こ
と
に

　
よ
っ
て
、
簡
易
迅
速
な
手
続
に
よ
る

　
国
民
の
権
利
利
益
の
救
済
を
図
る
と

　
と
も
に
、
行
政
の
適
正
な
運
営
を
確

　
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

2
　
行
政
庁
の
処
分
そ
の
他
公
権
力
の

　
行
使
に
当
た
る
行
為
に
関
す
る
不
服

　
申
立
て
に
つ
い
て
は
、
他
の
法
律
に

　
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ

　
か
、
こ
の
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

　
よ
る
。

　
（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
に
い
う
「
処
分
」

　
に
は
、
各
本
条
に
特
別
の
定
め
が
あ

　
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
公
権
力
の
行

　
使
に
当
た
る
事
実
上
の
行
為
で
、
人

　
の
収
容
、
物
の
留
置
そ
の
他
そ
の
内

　
容
が
継
続
的
性
質
を
有
す
る
も
の

　
（
以
下
「
事
実
行
為
」
と
い
う
）
が

　
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。

2
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
不
作
為
」

　
と
は
、
行
政
庁
が
法
令
に
基
づ
く
申

　
請
に
対
し
、
相
当
の
期
間
内
に
な
ん

　
ら
か
の
処
分
そ
の
他
公
権
力
の
行
使

　
に
当
た
る
行
為
を
す
べ
き
に
か
か
わ

　
ら
ず
、
こ
れ
を
し
な
い
こ
と
を
い

　
7
つ
。

　
（
不
服
申
立
て
の
種
類
）

第
三
条
　
こ
の
法
律
に
よ
る
不
服
申
立

　
て
は
、
行
政
庁
の
処
分
又
は
不
作
為

　
に
つ
い
て
行
な
う
も
の
に
あ
っ
て
は

　
審
査
請
求
又
は
異
議
申
立
て
と
し
、

　
審
査
請
求
の
裁
決
を
経
た
後
さ
ら
に

　
行
な
う
も
の
に
あ
っ
て
は
再
審
査
請

　
求
と
す
る
。

2
，
審
査
請
求
は
、
処
分
を
し
た
行
政

　
庁
（
以
下
「
処
分
庁
」
と
い
う
）
又

　
は
不
作
為
に
係
る
行
政
庁
（
以
下

　
不
作
為
庁
」
と
い
う
）
以
外
の
行
政

　
庁
に
対
し
て
す
る
も
の
と
し
、
異
議

　
申
立
て
は
、
処
分
庁
又
は
不
作
為
に

　
対
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

　
（
処
分
に
つ
い
て
の
不
服
申
立
て
に

　
関
す
る
一
般
概
括
主
義
）

第
四
条
　
行
政
庁
の
処
分
（
法
律
に
基

　
づ
く
処
分
を
除
く
）
に
不
服
が
あ
る

　
者
は
、
次
条
及
び
第
六
条
の
定
め
る

　
と
こ
ろ
に
よ
り
、
審
査
請
求
又
は
異

　
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
処
分

　
及
び
他
の
法
律
に
審
査
請
求
又
は
異

　
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

　
旨
の
定
め
が
あ
る
処
分
に
つ
い
て

　
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
国
会
の
両
院
若
し
く
は
一
院
又
は

　
議
会
の
議
決
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る

　
処
分

二
　
裁
判
所
若
し
く
は
裁
判
官
の
裁
判

　
に
よ
り
又
は
裁
判
の
執
行
と
し
て
行

　
な
わ
れ
る
処
分

三
　
国
会
の
両
院
若
し
く
は
一
院
若
し

　
く
は
議
会
の
議
決
を
経
て
、
又
は
こ

　
れ
ら
の
同
意
若
し
く
は
承
認
を
得
た

　
う
え
で
行
な
わ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ

世
界
仏
教
協
会
会
長

「
世
界
仏
教
」
　
「
女
性
仏
教
」

「
真
宗
の
世
界
」
主
幹

野
　
依
　
秀
　
市

東
京
都
港
区
芝
公
園
五
の
十

茨
城
県
目
引
観
音

忌
引
山
　
楽
　
法
　
寺

山
　
主

川
田
聖
見

東
京
都
台
東
区
浅
草
松
清
町

浅
草
本
願
寺

輪
　
番

末
広
愛
邦
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れ
て
い
る
処
分

四
　
検
査
官
会
議
で
決
す
べ
き
も
の
と

　
さ
れ
て
い
る
処
分

五
　
当
事
者
間
の
法
律
関
係
を
確
認

　
し
、
又
は
形
成
す
る
処
分
で
、
法
令

　
の
規
定
に
よ
り
当
該
処
分
に
関
す
る

　
訴
え
に
お
い
て
そ
の
法
律
関
係
の
当

　
事
者
の
一
方
を
被
告
と
す
べ
き
も
の

　
と
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の

六
　
刑
事
事
件
に
関
す
る
法
令
に
基
づ

　
き
、
検
察
官
、
検
察
事
務
官
又
は
司

　
法
警
察
職
員
が
行
な
う
処
分

七
　
国
税
又
は
地
方
税
の
犯
則
事
件
に

　
関
す
る
法
令
（
他
の
法
令
に
お
い
て

　
準
用
す
る
場
合
を
含
む
）
に
基
づ

　
き
、
国
税
庁
長
官
、
国
税
局
長
、
税

　
務
署
長
、
収
税
官
吏
、
税
関
長
、
税

　
関
職
員
又
は
徴
税
吏
員
（
他
の
法
令

　
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
れ
ら
の
職
員

　
の
職
務
を
行
な
う
者
を
含
む
）
が
行

　
な
う
処
分

八
　
学
校
、
講
習
所
、
訓
練
所
又
は
研

　
修
所
に
お
い
て
、
教
育
、
講
習
、
訓

　
練
又
は
研
修
の
目
的
を
達
成
す
る
た

　
め
に
、
学
生
、
生
徒
、
児
童
若
し
く

　
は
幼
児
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
保
護

　
者
、
講
習
生
、
訓
練
生
又
は
研
修
生

　
に
対
し
て
行
な
わ
れ
る
処
分

九
刑
務
所
、
少
年
刑
務
所
、
少
年

　
院
、
少
年
鑑
別
所
又
は
婦
人
補
導
院

　
に
お
い
て
収
容
の
目
的
を
達
成
す
る

　
た
め
に
、
被
収
容
者
に
対
し
て
行
な

　
わ
れ
る
処
分

十
　
外
国
人
の
出
入
国
又
は
帰
化
に
関

　
す
る
処
分

十
一
　
も
っ
ぱ
ら
人
の
学
識
技
能
に
関

　
す
る
試
験
又
は
検
定
の
結
果
に
つ
い

　
て
の
処
分

2
　
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
同
項

　
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
審
査
請
求

　
又
は
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で

　
き
な
い
処
分
に
つ
き
、
別
に
法
令
で

　
当
該
処
分
の
性
質
に
応
じ
た
不
服
申

　
立
て
の
制
度
を
設
け
る
こ
と
を
妨
げ

　
な
い
。

　
（
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
）

第
五
条
　
行
政
庁
の
処
分
に
つ
い
て
の

　
審
査
請
求
は
、
次
の
場
合
に
す
る
こ

　
と
が
で
き
る
。

　
一
　
処
分
庁
に
上
級
行
政
庁
が
あ
る

　
　
と
き
。
た
だ
し
、
処
分
庁
が
主
任

　
　
の
大
臣
又
は
外
局
若
し
く
は
こ
れ

　
　
に
置
か
れ
る
庁
の
長
で
あ
る
と
き

　
　
を
除
く
。

　
二
　
前
号
に
該
当
し
な
い
場
合
で
あ

　
　
っ
て
、
法
律
（
条
例
に
も
と
つ
く

　
　
処
分
に
つ
い
て
は
条
例
を
含
む
）

　
　
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き

　
　
る
旨
の
定
め
が
あ
る
と
き
。

　
　
前
項
の
審
査
請
求
は
、
同
項
第
一

　
号
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
法
律
（
条

　
例
に
基
づ
く
処
分
に
つ
い
て
は
、
条

　
例
を
含
む
）
に
特
別
の
定
め
が
あ
る

　
場
合
を
除
く
ほ
か
、
処
分
庁
の
直
近

　
上
級
行
政
庁
に
同
項
第
二
号
の
場
合

　
に
あ
っ
て
は
、
当
該
法
律
又
は
条
例

　
に
定
め
る
行
政
庁
に
対
し
て
す
る
も

　
の
と
す
る
。
　
（
処
分
に
つ
い
て
の
異

　
議
申
立
て
）

第
六
条
　
行
政
庁
の
処
分
に
つ
い
て
の

　
異
議
申
立
て
は
、
次
の
場
合
に
す
る

　
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
一
号

　
又
は
第
二
号
の
場
合
に
お
い
て
、
当

　
該
処
分
に
つ
い
て
審
査
請
求
を
す
る

　
こ
と
が
で
き
る
時
は
、
法
律
に
特

　
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ

　
か
、
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
一
　
処
分
庁
に
上
級
行
政
庁
が
な
い

　
　
と
き
。

　
二
　
処
分
庁
が
主
任
の
大
臣
又
は
外

　
　
局
若
し
く
は
こ
れ
に
置
か
れ
る
庁

　
　
の
長
で
あ
る
と
き
、

　
三
　
前
二
号
に
該
当
し
な
い
場
合
で

　
　
あ
っ
て
、
法
律
に
異
議
申
立
て
を

　
　
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
定
め
が

　
　
あ
る
と
き
。

　
（
不
作
為
に
つ
い
て
の
不
服
申
立
て
）

第
七
条
　
行
政
庁
の
不
作
為
に
つ
い
て

　
は
、
当
該
不
作
為
に
係
る
処
分
そ
の

　
他
の
行
為
を
申
請
し
た
者
は
、
異
議

　
申
立
て
又
は
当
該
不
作
為
庁
の
直
近

　
上
級
行
政
庁
に
対
す
る
審
査
請
求
の

　
い
ず
れ
か
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
た
だ
し
、
不
作
為
庁
が
主
任
の
大
臣

　
又
は
外
局
若
し
く
は
こ
れ
に
置
か
れ

　
る
庁
の
長
で
あ
る
と
き
は
、
異
議
申

　
立
て
の
み
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
再
審
査
請
求
）

第
八
条
　
次
の
場
合
に
は
、
処
分
に
つ

　
い
て
の
審
査
請
求
の
裁
決
に
不
服
が

　
あ
る
者
は
、
再
審
査
請
求
を
す
る
こ

　
と
が
で
き
る
。

　
一
　
法
律
（
条
例
に
基
づ
く
処
分
に

　
　
つ
い
て
は
、
条
例
を
含
む
）
に
再

　
　
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

　
　
旨
の
定
め
が
あ
る
と
き
。

　
二
　
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き

　
　
る
処
分
に
つ
き
、
そ
の
処
分
を
す

　
　
る
権
限
を
有
す
る
行
政
庁
（
以
下

　
　
「
原
権
限
庁
」
と
い
う
）
が
そ
の

　
　
権
限
を
他
に
委
任
し
た
場
合
に
お

　
　
い
て
、
委
任
を
受
け
た
行
政
庁
が

　
　
そ
の
委
任
に
基
づ
い
て
し
た
処
分

　
　
に
係
る
審
査
請
求
に
つ
き
、
原
権

　
　
限
庁
が
審
査
庁
と
し
て
裁
決
を
し

　
　
た
と
き
。

2
　
再
審
査
請
求
は
、
前
項
第
一
号
の

　
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
法
律
又
は

　
条
例
に
定
め
る
行
政
庁
に
、
同
項
第

　
二
号
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
原

　
権
限
庁
が
自
ら
当
該
処
分
を
し
た
も

　
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
処
分

　
に
係
る
審
査
請
求
に
つ
い
て
の
審
査

庁
に
対
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

3
　
再
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き

　
る
処
分
に
つ
き
、
そ
の
原
権
限
庁
が

　
そ
の
権
限
を
他
に
委
任
し
た
場
合
に

　
お
い
て
、
委
任
を
受
け
た
行
政
庁
が

　
そ
の
委
任
に
基
づ
い
て
し
た
処
分
に

　
係
る
再
審
査
請
求
に
つ
き
、
原
権
限

　
庁
が
自
ら
当
該
処
分
を
し
た
も
の
と

　
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
処
分
に
係

　
る
審
査
請
求
に
つ
い
て
の
審
査
庁
が

’
再
審
査
庁
と
し
て
し
た
裁
決
に
不
服

　
が
あ
る
者
は
、
さ
ら
に
再
審
査
請
求

　
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

　
に
お
い
て
は
、
当
該
原
権
限
庁
が
自

　
ら
当
該
処
分
を
し
た
も
の
と
し
た
場

　
合
に
お
け
る
そ
の
処
分
に
係
る
再
審

　
査
請
求
に
つ
い
て
の
再
審
査
庁
に
対

　
し
て
、
そ
の
請
求
を
す
る
も
の
と
す

　
る
。

　
第
二
章
　
手
　
続

　
　
第
一
節
　
通
則

　
（
不
服
申
立
て
の
方
式
）

第
九
条
　
こ
の
法
律
に
基
づ
く
不
服
申

　
立
て
ば
、
他
の
法
律
（
条
例
に
基
づ

　
く
処
分
に
つ
い
て
は
、
条
例
を
含

　
む
）
に
口
頭
で
す
る
こ
と
が
で
き
る

　
旨
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
書

　
面
を
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。
2
　
不
服
申
立
書
は
、
異
議
申
立
て
の

　
場
合
を
除
き
、
正
副
二
通
を
提
出
し

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
法
人
で
な
い
社
団
又
は
財
団
の
不

　
服
申
立
て
）

第
十
条
　
法
人
で
な
い
社
団
又
は
財
団

　
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
が
あ

　
る
も
の
は
、
そ
の
名
で
不
服
申
立
て

　
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
総
代
）

第
十
一
条
　
多
人
数
が
共
同
し
て
不
服

．
申
立
て
を
し
ょ
う
と
す
る
と
き
は
、

　
三
人
を
こ
え
な
い
総
代
を
互
選
す
る

　
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
共
同
不
服
申
立
人
が
総
代
を
互
選

　
し
な
い
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ

　
る
と
認
め
る
と
き
は
、
審
査
庁
（
異
＼

岩
手
県
仏
教
会
連
盟

岩
手
県
仏
教
保
育
連
盟

会

長
遠
藤
霊
羊

盛
岡
市
材
木
町
永
祥
院

築
地
本
願
寺
輪
番

清
水
祐
　
之

立
正
大
学
教
授
　
学
監

文
学
博
士
久
保
田
正
文

東
京
都
品
川
区
東
大
崎
四
丁
目

立
正
大
学
電
圃
三
八
二
二
（
代
）

東
京
都
渋
谷
区
千
駄
ケ
谷

　
　
二
丁
目
二
四
番
地
仙
寿
院

　
　
　
　
電
㈲
三
七
〇
七
番

静
岡
県
仏
教
会

会
長
　
二
　
宮
　
清
　
海

事
務
所

沼
津
市
上
香
貫
東
本
郷
町

　
霊
山
寺
内

電
話
沼
津
②
〇
一
八
四
番
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第
五
回
世
界
連
邦

　
　
　
　
仏
教
徒
懇
話
会
開
催
さ
る

　
第
五
回
世
界
連
邦
仏
教
徒
懇
話
会
は

十
二
月
十
一
日
午
後
一
時
よ
り
東
京
神

田
の
学
士
会
館
で
開
か
れ
、
世
界
連
邦

建
設
同
盟
理
事
長
鮎
沢
巌
氏
の
「
世
界

法
に
よ
る
世
界
平
和
」
と
云
う
講
演
を

聴
い
た
。
世
界
連
邦
運
動
は
世
界
平
和

の
新
資
元
と
し
て
、
世
界
的
に
平
和
運

動
の
主
流
に
な
り
つ
つ
あ
り
、
本
年
八

月
前
四
日
か
ら
三
十
日
ま
で
日
本
で
第

十
一
回
大
会
が
持
た
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
が
、
万
場
は
本
運
動
に
関
心
の

あ
る
人
々
で
一
杯
に
う
ず
ま
っ
た
。

　
な
お
引
き
つ
づ
き
午
後
五
時
か
ら
、

世
界
連
邦
仏
教
徒
協
議
会
（
仮
称
）
結

成
の
打
合
せ
も
行
わ
れ
た
。
全
仏
か
ら

柳
国
際
部
長
が
出
席
し
た
。

　
ア
フ
リ
カ
へ
親
善
の
遠
征
隊

　
　
　
全
仏
も
こ
れ
を
後
援

　
日
本
と
ア
フ
リ
カ
の
文
化
、
経
済
の

交
流
、
友
好
増
進
を
主
目
的
と
し
て
、

東
ア
フ
リ
カ
遠
征
隊
（
隊
長
松
本
由

氏
）
で
は
、
本
年
五
月
中
旬
に
十
名
内

外
の
隊
員
を
船
で
ア
フ
リ
カ
へ
送
る
こ

と
に
な
り
、
日
ア
両
国
の
文
化
交
流
の

一
端
と
し
て
、
出
来
る
な
ら
ば
日
本
仏

教
も
紹
介
し
て
来
た
い
と
云
う
希
望
も

あ
り
、
過
日
全
仏
へ
後
援
名
儀
供
与
方

の
依
頼
状
を
送
っ
て
来
た
。
全
仏
で
は

早
速
局
内
会
議
に
諮
り
、
こ
の
遠
征
隊

の
後
援
を
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
の
で

折
返
し
松
本
隊
長
あ
て
に
回
答
し
た
。

一
行
は
現
地
の
ウ
ガ
ン
ダ
そ
の
他
へ
日

本
最
初
の
登
山
を
計
画
し
で
お
り
、
ス

ポ
ー
ツ
や
、
文
化
、
経
済
を
通
じ
て
の

日
、
ア
親
善
は
大
い
に
期
待
さ
れ
て
い

る
。
現
在
、
こ
の
遠
征
隊
の
後
援
団
体

は
、
日
本
赤
十
字
社
、
全
日
本
山
岳
連

盟
、
ア
フ
リ
カ
協
会
等
で
あ
る
。

＼
議
申
立
て
に
あ
っ
て
は
処
分
庁
又
は

　
不
作
為
庁
、
再
審
査
請
求
に
あ
っ
て

　
は
再
審
査
庁
）
は
、
総
代
の
互
選
を

　
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
総
代
は
、
各
自
、
他
の
共
同
不
服

　
申
立
人
の
た
め
に
、
不
服
申
立
て
の

　
取
下
げ
を
除
き
、
当
該
不
服
申
立
て

　
に
関
す
る
一
切
の
行
為
を
す
る
こ
と

　
が
で
き
る
。

4
　
総
代
が
選
任
さ
れ
た
と
き
は
、
共

　
同
不
服
申
立
人
は
、
総
代
を
通
じ
て

　
の
み
、
前
項
の
行
為
を
す
る
こ
と
が

　
で
き
る
。

5
　
共
同
不
服
申
立
人
に
対
す
る
行
政

　
庁
の
通
知
そ
の
他
の
行
為
は
、
二
人

　
以
上
の
総
代
が
選
任
さ
れ
て
い
る
場

　
合
に
お
い
て
も
、
一
人
の
総
代
に
対

　
し
て
す
れ
ば
足
り
る
。

6
　
共
同
不
服
申
立
人
は
、
必
要
が
あ

　
る
と
認
め
る
と
き
は
、
総
代
を
解
任

　
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
代
理
人
に
よ
る
不
服
申
立
て
）

第
十
二
条
　
不
服
申
立
て
は
、
代
理
人

　
に
よ
っ
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
代

　
理
人
は
、
各
自
、
不
服
申
立
人
の
た

　
め
に
、
当
該
不
服
申
立
て
に
関
す
る

　
一
切
の
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き

　
る
。
た
だ
し
、
不
服
申
立
て
の
取
下

　
げ
は
、
特
別
の
委
任
を
受
け
た
場
合

　
に
限
り
、
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
代
表
者
の
資
格
の
証
明
等
）

第
十
三
条
　
代
表
者
若
し
く
は
管
理

　
人
、
総
代
又
は
代
理
人
の
資
格
は
、

　
書
面
で
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。
前
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定

　
す
る
特
別
の
委
任
に
つ
い
て
も
、
同

　
様
と
す
る
。

2
　
代
表
者
若
し
く
は
管
理
人
、
総
代

　
又
は
代
理
人
が
そ
の
資
格
を
失
っ
た

　
と
き
は
、
不
服
申
立
人
は
、
書
面
で

　
そ
の
旨
を
審
査
庁
（
異
議
申
立
て
に

　
あ
っ
て
は
処
分
庁
又
は
不
作
為
庁
、

　
再
審
査
請
求
に
あ
っ
て
は
再
審
査
庁

　
）
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
次
号
に
つ
づ
く

文部省調査局長推薦・文部省調査局宗務課監修

宗教法人の設立・運営に

必要なすべての法令を網
羅した最高法令集成る〃

　　　5・　附録の資料としては，旧法令である「宗

　　　　　教法人令」，　「宗教法人令施行規則」，

　　　　　などの全条文を掲載するなどして，過去
　　　　　の宗教関係法令を明らかにした。

　　　6・　また，附録として，特に，宗教行政の戦

　　　　　前，戦後の大きな変革の足あとを「宗教

　　　　　行政制度史年表」にまとめ，貴重な資料と

　　　　　して掲載した。

　　　7・　法令の改廃がはげしいので，特に加除式

　　　　　として，今後の法令改正などの新らしい

　　　　　資料を追補できるようにした。
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本書の特色 1．　この法令集は，宗教法人の設立運営など

　　に必要なすべての法令を網羅し，三編の

　　各事項に分類して掲載した。

2．広範な宗教行政事務を処理するために

　　は，関連法令を理解する必要があるの
　・で，各室の各事項にそれぞれの関係法令

　　の必要条文や例規などもすべて収録し掲
　　序した。

3．利用の便を考え，収録掲載したすべての

　　法令条文ごとについて，その一部改正経

　　過を列記することとした。

4．　特に，「第10編その他」を新設して，民

　　事関係，刑事取締等関係，社会労働関係

　　経済関係，国際関係などの附属関係法令

　　をまとめて掲載した。

浄
土
真
宗
本
願
寺

北
米
開
教
区

米
国
仏
教
団
本
部

北
米
加
州
桑
港
オ
ク
タ
ビ
ア
街

　
　
　
　
　
　
一
七
一
〇
番
地

　
（
電
七
七
六
－
五
六
〇
〇
）

開
教
総
長

事
務
局
長

教
育
局
長

英
文
書
記

柏義血花
木　永山

　顕通信
博隆尊勝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
番

法
相
宗
、
和
敬
会
が
転
居

　
昨
年
十
一
月
十
六
日
付
け
公
信
に
よ

り
、
法
相
宗
々
務
所
が
下
記
に
移
転
し

た
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
。

　
移
転
先
住
所

　
　
奈
良
市
西
之
京
町
　
薬
師
寺
内

　
　
法
相
　
宗
　
々
　
務
　
所

　
和
敬
会
（
木
山
十
彰
代
表
）
で
は
、

こ
の
ほ
ど
連
絡
事
務
所
を
左
記
へ
移
転

し
た
旨
報
告
し
て
来
た
。

転
居
先
住
所

　
　
東
京
都
世
田
谷
区
玉
川
等
々
力
町

　
　
　
　
　
三
ノ
ニ
十
四
　
専
浄
寺
内

　
　
　
　
　
　
電
話
㈲
四
七
五
三
番

　
な
お
九
州
連
絡
先
は

　
　
佐
賀
市
与
賀
町
享
精
（
し
ら
げ
）

　
　
町
善
定
寺
内

　
　
　
　
あ
と
が
き

△
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
こ
ぎ
い
ま

す
。
全
国
同
信
各
位
と
共
に
、
本
年
こ

そ
仏
教
興
隆
の
た
め
、
旧
年
に
増
し
て

同
一
努
力
し
て
ゆ
く
こ
と
を
誓
い
合
い

た
い
と
思
い
ま
す
。
△
旧
ろ
う
発
足
し

た
全
仏
時
局
協
議
会
が
本
格
的
に
活
動

す
る
年
で
す
。
同
信
各
位
の
一
層
の
御

支
援
御
協
力
を
切
望
し
、
大
衆
の
た
め

の
仏
教
宣
揚
に
歩
一
歩
前
進
し
て
行
き

た
い
と
念
願
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
編
集
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